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被災者に対する市営住宅の目的外使用手続きフロー 

火災、地震、水害等 

被災者 

・使用許可申請書 

・使用料減免申請書 

・誓約書等 

                  ・市内に居住していること 

                  ・他に避難先を確保できないこと 

                  ・被災の証明書の発行を受けていること 

・原則、７日以内に住宅管理課に連絡 

・行政財産の目的外使用許可 

・使用料免除 

・退去修繕費は免除 

市長がやむを得ないと認める場合、申請により延長することができる 

・使用料減免申請 

・誓約書等 

・行政財産の目的外使用許可 

・使用料免除

・退去修繕費は免除

災害発生

市営住宅の提供

（行政財産の目的外使用許可）

３ヶ月の期限で使用許可

延長の許可（３ヶ月まで）

目的外使用許可（延長）申請

退   去

退  去

【許可要件】


